
 

 

議案第７号 

   山都町消防団の定員、任命、給与、分限及び懲戒、服務等に関す  

る条例の一部改正について 

 山都町消防団の定員、任命、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一  

部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  平成３１年３月４日提出 

山都町長 梅田 穰   

 

 

（提案理由） 

 消防団員の報酬見直し等に伴い、山都町消防団の定員、任命、給与、分限及

び懲戒、服務等に関する条例の一部を改正する必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山都町消防団の定員、任命、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

平成  年  月  日 

                山都町長             

山都町条例第  号 

山都町消防団の定員、任命、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

の一部を改正する条例 

山都町消防団の定員、任命、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例（平

成１７年山都町条例第１５６号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第２項中「副方面隊長及び」を削り、「３６，０００円」を「３８，

０００円」に、「３０，０００円」を「３２，０００円」に、「２１，０００

円」を「２３，０００円」に、「１８，８００円」を「２１，０００円」に改

める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。                                                                 
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